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(3)車椅子 

車椅子とは、歩行の困難な者が移動に使用するものであるが、障害者自身の足であり、

身体の一部である車椅子が障害者の自立や社会参加を促す役割は大きい。 

単に歩行が不可能であるといってもその原因や症状はさまざまである。さらに、その

障害者の生活環境、年齢、職業などの要素が障害者ごとに異なっており、生活に役立て

るには、身体に適合し使用目的にあった車椅子を選択することが大切である。 

ア 車椅子の製作方式による分類 

車椅子は、レディメイド（既製品）、オーダーメイド及びモジュラーに分類され、

機能や特徴は次のとおりである。 

製作方式による機能と特徴 

製作方式 機  能  と  特  徴 

レディメイド 身体寸法、体型および障害状況から、既製品でも適合できると

判断された場合に処方する。既製品のため、納品までの時間は短

縮できる。 

オーダーメイ

ド 

身長や体重あるいは変形・拘縮等の障害により、レディメイド

では対応できない場合に処方する。個別に製作するため納品に時

間がかかる。 

モジュラー 車輪やシート等の位置を調整できるフレームをベースに、ねじ

止めなどにより部品（モジュール）を組み立てて製作する。筋の

緊張が強い場合や車体が破損しやすい場合や、将来、体型の変化

が予測される場合に処方する。 

イ 車椅子の対象者 

・下肢障害の身体障害者手帳概ね３級以上で歩行が不可能な者、または著しく困難な

者 

・体幹機能障害の身体障害者手帳概ね３級以上 

・平衡機能障害で車椅子によらなければ歩行ができない者 

・移動機能障害の概ね３級以上で歩行が不可能な者、または著しく困難な者 

・呼吸器機能障害、心臓機能障害であって、車椅子によらなければ移動が困難と認め

られる者（主治医の意見書で、呼吸器・心臓機能の障害によって日常生活の移動に

支障があることが認められる者） 

・難病等で歩行に著しい制限を受ける者又は歩行により症状の悪化をきたす者であ

って、医学的所見から適応が可能な者 

ウ 車椅子の構造 

車椅子の構造は、以下から構成されている。 

・身体支持部：シート、バックサポート、アームサポート、レッグサポート、フット

サポートからなっている。 

・フレーム部：骨組みの部分で左右のフレーム枠とそれらを連結するフレームで構成

される。折りたたみ式と固定式がある。 

・車輪・駆動部：駆動輪、自在輪、ハンドリム等 

・制御装置：ブレーキ（フットブレーキ、キャリパーブレーキも含む） 




























































